
平成 25 年境港管理組合告示第５号（建設工事の制限付一般競争入札に参加する者の公募に係る

一般的事項等について） 

 平成 25 年４月１日以後に境港管理組合が鳥取県内にて発注する建設業法（昭和 24 年法律第 1

00 号。以下「法」という。）第２条第１項に規定する建設工事（以下「建設工事」という。）

の制限付一般競争入札を当該入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）を公募する方法

により行う場合には、境港管理組合建設工事等の入札制度に関する規則（平成 19 年境港管理組

合規則第６号。以下「入札規則」という。）、境港管理組合会計規則（昭和 39 年境港管理組合

規則第１号）、境港管理組合建設工事等紙入札執行要領（平成 18 年 12 月１日付）及び当該入札

に係る調達公告（当該入札ごとに別に行う公告をいう。以下同じ。）によるほか、次に定めると

ころによる。 

 

改正後全文（最終改正 令和８年４月１日境港管理組合告示第３号） 

 

１ 入札参加者は、次に掲げる条件を具備していなければならない。 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者である

こと。 

（２） 法第３条第６項に規定する一般建設業の許可又は特定建設業の許可のうち、調達公告で

指定するものを受けていること。 

（３） 令和６年境港管理組合告示第６号（建設工事の一般競争入札等に参加する者に必要な資

格等について）に基づく入札参加資格（以下「入札参加資格」という。）のうち、調達公告

で指定する建設工事の種別（以下「発注工種」という。）に係るもの（当該発注工種が格付

工種（発注工種のうち格付を行うものをいう。）である場合にあっては、調達公告で指定す

る格付の等級に係るものに限る。）を有すること。 

（４） 境港管理組合管理者から資格（指名）停止措置（不正又は不当な行為を行った入札参加

資格を有する者を一定の期間、入札に参加させないこととする措置をいう。以下同じ。）を

受けた期間が、当該入札の入札書提出期間の末日から開札日までの期間に含まれていないこ

と。 

（５） 境港管理組合低価格落札者経営診断指導要領（平成 19 年 10 月 26 日付）第 10 条に基づ

く資格保留の期間が、当該入札の入札書提出期間の末日から開札日までの期間に含まれてい

ないこと。また、鳥取県が実施する鳥取県低価格落札者経営診断指導要領（平成 19 年８月

２日付第 200700072739 号鳥取県県土整備部長通知）第 10 条に基づく資格保留の期間が、当

該入札の入札書提出期間の末日から開札日までの期間に含まれていないこと。 

（６） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立て又は民事再

生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者にあって

は、当該申立てが行われた日以後の日を審査基準日とする経営事項審査（法第 27 条の 23 第

１項の審査をいう。以下同じ。）を受け、その結果に基づき、開札日までに改めて入札参加

資格を付与されていること。 

（７） 当該入札に係る工事（以下「発注工事」という。）の設計業務の受託者（調達公告で指

定する者とする。）と次のいずれかの関係にある者でないこと。 

ア 入札参加者が当該受託者の発行済株式総数の２分の１を超える株式を保有し、又はその

出資の総額の２分の１を超える出資をしていること。 

イ 入札参加者の代表権を有する役員（入札参加者が個人である場合にあっては、当該個人）

が当該受託者又は当該受託者の代表権を有する役員であること。 

（８） 入札参加者と直接的かつ継続的な雇用関係（第三者の介入する余地のない雇用に関する

一定の権利義務関係であって、開札日の３月以上前から継続しているものをいう。）にある

者（入札参加者自身及びその役員を含む。）のうちに、発注工事の主任技術者、監理技術者、

特例監理技術者又は監理技術者の行うべき職務を補佐する者（以下「監理技術者補佐」とい

う。）としてその施工期間中配置することができる技術者（調達公告で定める資格を有する

者に限る。以下「配置技術者」という。）を有していること。 

（９） 発注工事の現場代理人としてその施工期間中配置することができる者を有していること。 

（10） 配置技術者に同種工事を元請として施工した者の主任技術者、監理技術者、特例監理技

術者又は現場代理人（以下「技術者等」という。）として当該同種工事を施工管理した実績



（現場代理人として従事した実績を認める場合については、その施工当時に主任技術者とな

ることができる資格を有する者であったときのものに限り、特定建設工事共同企業体（以下

「共同企業体」という。）の構成員の技術者等として施工管理した実績については、出資比

率が調達公告で定める割合以上の構成員の技術者等としてのものに限る。以下「施工管理実

績」という。）があることを入札参加者の条件とする場合にあっては、当該施工管理実績を

有していること。 

（11） 共同企業体として入札に参加することを条件とする場合にあっては、その構成員が（１）

から（10）までの条件を具備するとともに、当該共同企業体が次に掲げる条件を具備するこ

と。 

ア 自主的に結成されたものであること。 

イ 共同企業体の名称は、各構成員の名称が含まれたものであること。 

ウ 各構成員が、当該入札に参加する他の共同企業体の構成員になっていないこと。 

エ 共同施工方式（一の工事について、各構成員の分担を定めず、共同して施工する方式を

いう。以下同じ。）の共同企業体にあっては、出資比率の最も大きい構成員（当該構成員

が複数あるときは、そのいずれか）が代表者となり、各構成員は、発注工事全体について

連帯して責任を負うこと。 

オ 分担施工方式（一の工事について、各構成員の分担を定めて施工する方式をいう。以下

同じ。）の共同企業体にあっては、分担工事に係る工事費が最も大きい構成員（当該構成

員が複数あるときは、そのいずれか）が代表者となり、各構成員は、それぞれの分担工事

について責任を負うとともに、発注工事全体についても連帯して責任を負うこと。 

カ 分担施工方式の共同企業体にあっては、構成員のいずれかが発注工事の施工中に破産手

続開始又は解散をしたときは、当該共同企業体は解散するものとされていること。 

２ 入札参加者は、次に定めるところにより入札参加書類を作成し、入札書及び工事費内訳書と

併せて提出しなければならない。この場合において、共同企業体として入札に参加しようとす

るときは、各構成員が作成し、代表者が一括して提出するものとする。 

（１） 入札参加書類は、次に掲げる書類とし、それぞれに定めるところにより日本産業規格Ａ

列４番横書きで作成すること。 

ア 制限付一般競争入札参加申込書 

イ 県外に本店を有する者が調達公告において総合評定値（法第 27 条の 29 第１項に規定す

る総合評定値をいう。以下同じ。）が入札参加者の条件として定められている入札に参加

する場合にあっては、経営事項審査の区分に係る発注工事の総合評定値の通知書の写し

（対象となる経営事項審査の審査基準日の対象期間は、調達公告の公告日の属する年度の

前々年度（以下「前々年度」という。）の 10 月１日からその翌年度（以下「前年度」と

いう。）の９月 30 日まで（前年度の 10 月１日以降に合併、分割、営業の譲渡等を行った

建設業者（前々年度の 10 月１日から前年度の９月 30 日までの間のいずれかの日を審査基

準日とする経営事項審査を受審していない者に限る。）については、前年度の 10 月１日

から前年度の 12 月 31 日まで）の間とする。ただし、前々年度の 10 月１日以降に会社更

生法による更生手続開始の決定又は民事再生法による再生手続開始の決定が行われた建設

業者については、当該更生手続開始の日又は当該再生手続開始の日（その日から前年度の

９月 30 日までの間のいずれかの日を審査基準日とする経営事項審査も受審している者に

ついては、当該審査基準日）とする。） 

ウ 当該入札に共同企業体として参加する場合にあっては、次に掲げる書類 

（ア）当該共同企業体の協定書の写し 

（イ）当該共同企業体の各構成員が発注工事の入札及び請負代金の請求等に関する事務を代

表者に委任することを証する委任状 

エ 調査基準価格（境港管理組合建設工事等の入札制度に関する要綱第３条により例とする

鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則（平成 19 年鳥取県規則第 76 号。以下「入札規

則」という。）第 30 条第１項に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を設定する

入札において、入札者が境港管理組合建設工事低入札価格調査制度実施要領（平成 18 年

５月 19 日付）８条に規定する調査の対象となったときに、同調査に応じる意向がある場

合には、同要領に定める低入札価格調査意向確認書（以下「意向確認書」という。） 

オ その他調達公告に定める書類 



（２） 入札参加書類並びに入札書及び工事費内訳書（以下これらを「提出書類」という。）は、調

達公告で定めるところにより提出期間内の各日（休日を除く。）の午前９時から午後５時 15 分ま

での間に、必要部数を提出場所に持参、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平

成 14 年法律第 99 号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する

特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「信書便」という。）による送達に

より提出すること。 

  なお、郵送又は信書便による送達による場合は、書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に

準ずるものによることとし、提出期限までに到着したものに限り受け付ける。 

（３） 提出書類の作成及び提出に要する費用は、これを提出する入札参加者の負担とし、提出

された提出書類は、別に定めのある場合を除いて返却しない。 

（４） 提出された提出書類は、境港管理組合情報公開条例（平成 14 年境港管理組合条例第２

号）第 10 条第１項に規定する非開示情報に係る部分を除き、同条例の規定による公文書の

開示の対象とするが、入札参加者に無断で当該入札及び鳥取県建設工事等入札・契約審議会

条例（平成 14 年鳥取県条例第 68 号）に基づき設置される鳥取県建設工事等入札・契約審議

会の審議以外の用途に使用することはない。 

３ 当該入札は、次に定めるところに従って行う。 

（１） 入札参加者は、第１回目の入札書に記載する入札価格の積算の根拠となる工事費内訳書

（別に定めるところに従って作成されたものに限る。以下同じ。）を当該入札の会場に持参

し、入札執行者が求めたときは、直ちにこれを提出すること。 

 なお、工事費内訳書については、次に掲げる事項に留意すること。 

ア 提出した工事費内訳書の内容に重大かつ明白な不備がある者又は紙入札の場合において

入札執行者の求めに応じてその場で工事費内訳書を提出しない者は、失格とする。 

イ 工事費内訳書は、契約上の権利義務を生じるものではない。 

ウ 提出された工事費内訳書は、別に定めのある場合を除いて返却しない。 

（２） 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金

額）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額（以下「入札見積金額」という。）

から入札見積金額に 110 分の 10 を乗じて得た金額（１円未満の端数があるときはその端数

を切り捨てるものとする。）を減じた金額に相当する金額を入札書に記載すること。 

（３） １に掲げる条件の審査は、開札の結果、落札予定者（最低制限価格を設定している建設

工事についてその予定価格の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格を提示した者のうち

最低の価格を提示した者、総合評価入札方式を行った建設工事について総合評価の点数が最

も高い者又はその他の入札案件について予定価格の範囲内で最低の価格を提示した者をい

う。）となった者に対して行う。この場合において、当該落札予定者が２の（２）又は３の

（１）に規定する持参すべき書類がある場合は、入札執行者の求めに応じて速やかに提出す

るものとする。 

（４） 落札者は、落札予定者で１に掲げる条件を満たすことが確認された者とする。ただし、

落札予定者が次のいずれかに該当するときは、最低制限価格を設定している建設工事につい

てその予定価格の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格をもって入札をした他の者のう

ち最低の価格をもって有効な入札をした者、総合評価入札方式を行った建設工事について入

札した他の者のうち総合評価の点数が最も高い者又はその他の入札案件について予定価格の

範囲内で入札をした他の者のうち最低の価格を提示した者を改めて落札予定者とする。 

ア 調査基準価格を設定する場合において、失格基準（境港管理組合調査基準価格及び最低

制限価格等設定要領（平成 19 年 10 月 26 日付）第７条に規定する失格基準をいう。）に

該当するとき、又はその者の入札価格によっては本件契約の内容に適合した履行がなされ

ないおそれがあると認められるとき。 

イ 境港管理組合管理者から資格（指名）停止措置を受けた期間が、当該入札の開札日から

落札決定日までの期間に含まれるとき。 

ウ 境港管理組合低価格落札者経営診断指導要領第 10 条に基づく資格保留の期間が、当該

入札の開札日から落札決定日までの期間に含まれるとき。また、鳥取県が実施する鳥取県

低価格落札者経営診断指導要領第 10 条に基づく資格保留の期間が、当該入札の開札日か



ら落札決定日までの期間に含まれるとき。 

エ その他、その者と本件契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれ

があると認められるとき。 

（５） 落札者が契約締結の日（議決を要する工事にあっては、議決の日の翌日）までに資格

（指名）停止措置を受けた場合は、その者を失格とし、予定価格の範囲内の価格をもって入

札をした他の者のうち、最低の価格（総合評価入札方式を行った建設工事については、総合

評価の点数が最も高い者）をもって有効な入札をしたものを改めて落札予定者に決定する。 

（６） 落札予定者（総合評価入札方式を行った建設工事については、総合評価の点数が最も高

い者）であって、１に掲げる条件を具備しないとされたもの及び（４）のただし書きにより

落札者とされなかったものについては、その旨及び条件を具備しないとした理由（以下「資

格不備理由」という。）又は落札者とされなかった理由を境港管理組合のホームページ（ht

tp://www.sakai-port.com/）（以下「ＨＰ」という。）に入札結果とともに掲載する。 

（７） １に掲げる条件を具備しないとされたもの及び（４）のただし書により落札者とされな

かったものは、書面によりその理由について境港管理組合に説明を求めることができる。 

（８） 当該入札の入札参加者は、入札結果に疑義があるときは、原則として開札日の翌々日

（境港管理組合の休日を定める条例（平成元年境港管理組合条例第７号）第１条第１項に規

定する境港管理組合の休日（以下「休日」という。）を除く。）の午後４時までに発注機関

に対して書面により当該入札結果に対する説明を求めることができる。 

（９） 境港管理組合は、（７）及び（８）により説明を求められたときは、当該説明を求めら

れた日から６日（休日を除く。）以内に書面により回答するものとする。 

（10） 落札者の入札価格によっては本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある

と認められるときは、境港管理組合低価格落札工事配置技術者増員制度実施要領に定めると

ころにより、配置技術者を専任で配置すること又は配置技術者に加え、当該落札者（共同施

工方式の共同企業体として落札した場合にあっては当該共同企業体の構成員のいずれかとし、

分担施工方式の共同企業体として落札した場合にあっては構成員全員とする。）に属する者

であって同要領別表に定める特定資格を有する者（以下「追加技術者」という。）を発注工

事にその施工期間中専任で配置することを求める。この場合において、同要領に定める追加

（専任）技術者調書（次のアからウまで掲げる条件を満たすものに限る。）を発注者の求め

に応じて提出しなければならない。 

ア 資格者証等が添付されているものであること。 

イ 当該追加（専任）技術者調書に重大かつ明白な不備があるものでないこと。 

ウ 追加技術者は、開札時において他の工事の工事現場に専任しているものでないこと。 

（11） 落札者は、配置技術者を専任で配置することが入札参加者の条件とされている場合にあ

っては配置技術者を、追加技術者が必要とされる場合にあっては追加技術者を発注工事にそ

の施工期間中専任で配置しなければならない。 

（12） 落札者が発注工事に関し共同企業体を結成している場合において、当該共同企業体が解

散したときは、当該入札に係る契約は、解除する。 

（13） 開札前に天災その他やむを得ない事由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、

若しくは競争の意思がないと認めたときは、入札の執行を中止し、又は取りやめることがあ

る。 

（14） 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54

号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

（15） 当該入札の前に当該入札に関し境港管理組合談合情報マニュアル（平成 17 年４月１日

付）に定める談合情報があった場合は、同マニュアル第２の２の（３）に基づき条件付入札

を行う。 

（16） 調査基準価格を設定している場合、調査基準価格を下回る価格で入札した者のうち意向

確認書を提出したものは、入札終了後、発注者の求めに応じ、事後の事情聴取及び調査に協

力すること。 

（17） 意向確認書を提出しない者が境港管理組合建設工事低入札価格調査制度実施要領に定め

る低価格入札をした場合、その者のした入札は無効とする。 

（18） 入札参加資格を有しない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす

る。 



４ 落札決定後の手続 

（１） 入札終了後、落札者（免税業者に限る。）は、免税業者であることを明記した届出書を

提出すること。 

（２） 請負代金の額が 100 万円以上の工事については、境港管理組合建設工事執行規則（昭

和 49 年境港管理組合規則第１号）第８条の規定による契約保証金として請負代金の額の 10

分の１以上の額を保証する次のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、落

札者の入札価格によっては本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認め

られるときは、当該契約保証金を請負代金の額の 10 分の３以上の額とする。 

ア 契約保証金の納付 

イ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

ウ 金融機関（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和 29 年法律第

195 号）第３条に規定する金融機関をいう。）又は保証事業会社（公共工事の前払金保証

事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会社をい

う。以下同じ。）の保証 

エ 公共工事履行保証証券による保証 

オ 履行保証保険契約の締結 

（３） 境港管理組合建設工事執行規則第 60 条第１項の規定による前金払については、請負代

金額 100 万円以上の工事について、請負代金額の 10 分の４（入札価格によっては当該契約

の内容に適合した履行がなされないおそれがあると発注者が認めた場合にあっては、10 分

の２）の範囲内において前金払をする。ただし、鳥取県余裕期間設定工事に係る実施要領

（平成 28 年６月９日付第 201600036328 号鳥取県県土整備部長通知）に基づく余裕期間設定

工事（以下「余裕期間設定工事」という。ただし、要領中「鳥取県県土整備部が発注する建

設工事」とあるのは「境港管理組合が発注する建設工事（鳥取県属地工事）」と読替える）

における前払金の支払いは、工事開始日以降とする。 

   また、前金払の額を請負代金の 10 分の２にすることに伴う一般管理費等の率の補正を理

由とした変更契約は、認めないものとする。 

（４） 落札者は、契約時に中間前金払又は部分払を選択しなければならない。ただし、入札価

格によっては当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとして発注者が認め

た場合には、中間前金払は選択できないものとする。 

（５） 落札者が（４）により中間前金払を選択し、保証事業会社と中間前金払に関し工期を保

証期間とする保証契約を締結した場合は、（３）により既に支払った前払金に追加して、請

負代金額の 10 分の２の範囲内において前金払をする。 

（６） 落札者が（４）により部分払を選択した場合の部分払の回数については、境港管理組合

建設工事執行規則第 65 条第４項の規定による。ただし、（３）及び（４）については、支

払年度が指定されている場合においては、別途指定された年度によるものとする。 

（７） 余裕期間設定工事が任意着手方式の場合、落札者は落札決定の日の翌日（その日が閉庁

日の場合は、その 翌日とする。）までに工事開始日を発注者に通知しなければならない。 

（８） 契約は建設工事請負契約書及び建設工事請負変更契約書の標準書式について（平成 23

年 4 月 1 日境管第 1049 号）によって行うものとする。 

（９） 落札者は、法第 20 条の２第２項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるとき

は、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について（令和７年１月

14 日付第 202400236309 号鳥取県県土整備部長通知）により、契約締結までに発注者に通知

しなければならない。 

５ 入札閲覧設計書に関する質問等 

  入札閲覧設計書に関する質問は、あらかじめ調達公告に定める期限までに提出することとし、

期限を過ぎた質問は受け付けない。質問に対する回答は、あらかじめ調達公告で定める期限ま

でに回答する。 

 なお、入札閲覧設計書に関する質問及び回答は、ＨＰにおいて閲覧できる。 

 また、入札閲覧設計書に関する積算条件情報を調達公告に定める質問回答期限までにＨＰの

発注図書一覧に追加掲載することがあるので、入札参加者は確認の上、応札すること。 

６ 入札の手続その他の発注工事に関する情報は、次に定めるところにより提供する。 

（１） 調達公告は、境港管理組合の掲示板又はＨＰに掲載することにより行う。 



（２） 入札参加書類の様式は、調達公告の日から入札参加書類の提出期間の末日までの間の各

日に、ＨＰに掲載するとともに、当該各日（休日を除く。）の午前９時から午後５時までの

間、調達公告で定める場所で希望者に交付する。 

（３） 発注工事に関する図書は、調達公告の日から開札の日までの間の各日（休日を除く。）

の午前９時から午後５時までの間、調達公告で定める場所に備え置いて閲覧に供する。 

（４） 発注工事の内容に関する説明会等は、原則として開催しない。 


